
一
頁

水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中
「
強
化
」
の
下
に
「
並
び
に
排
他
的
経
済
水
域
等
（
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に
大
陸

棚
（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
大
陸
棚
を
い
う
。

）
）
に
お
け
る
水
産
資
源
の
減
少
」
を
、
「
造
成
若
し
く
は
取
得
」
の
下
に
「
（
そ
の
利
用
の
た
め
の
特
別
の
費
用
の
支
出
及

び
そ
の
利
用
に
関
す
る
権
利
の
取
得
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
は
、
そ
れ

ぞ
れ
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
八
条
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務
の
一
部
と
し
て
貸
付
け
を
行
い
」
を
削
り
、
第
二
項
中
「
国
民
生
活
金

融
公
庫
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
及
び
」
及
び
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



二
頁

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
国
民
生
活
金
融
公
庫
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
が
締
結
し
た
貸
付
契
約
に
係
る
貸
付
金
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




